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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療ビューイングシステムにおいて、
　Ｃアームにより可変回転角度から関心器官のライブＸ線画像を提供するＸ線画像取得装
置と、
　前記関心器官のライブ超音波画像を提供する超音波プローブを有する心エコー撮像装置
と、
　前記Ｘ線画像取得装置及び前記心エコー撮像装置に接続された処理ユニットと、
を有し、
　前記医療ビューイングシステムが、２つの異なる回転角度からの前記関心器官及び前記
超音波プローブのＸ線蛍光透視画像の第１のセットを取得し、
　前記処理ユニットが、
　　前記Ｘ線蛍光透視画像の第１のセットに基づいて前記超音波プローブを位置特定する
ことによりライブ心エコー画像及びライブＸ線画像を位置合わせし、
　　前記位置合わせの後のＸ線フレームの前記ライブＸ線画像において特徴的フィーチャ
のセットの位置を特定し、
　　前記特徴的フィーチャのセットのそれぞれの特定された位置にマッチするようにマー
カのセットのそれぞれを確立し、
　　前記Ｘ線画像取得装置の最適な回転角度を決定し、前記最適な回転角度において前記
マーカのセットのマーカがＸ線視野において所定の位置関係を有する、
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医療ビューイングシステム。
【請求項２】
　前記特徴的フィーチャのセットが、尖底を有する、
請求項１に記載の医療ビューイングシステム。
【請求項３】
　前記特徴的フィーチャのセットの位置を特定することが、オペレータにより与えられた
マーカの予備セットの周りで心エコー画像又はＸ線画像における前記特徴的フィーチャの
セットの位置を認識することを有し、
　前記処理ユニットが、前記認識された位置によって前記マーカの予備セットを調節する
、
請求項１乃至２のいずれか一項に記載の医療ビューイングシステム。
【請求項４】
　前記処理ユニットが、前記位置合わせの後のＸ線フレームの前記ライブＸ線画像の中心
領域において前記特徴的フィーチャを認識する、
請求項１乃至３のいずれか一項に記載の医療ビューイングシステム。
【請求項５】
　前記処理ユニットが、前記マーカのセットを形成するために少なくとも１つの関心器官
の三次元モデルから前記特徴的フィーチャのセットの位置を抽出する、
請求項１に記載の医療ビューイングシステム。
【請求項６】
　前記処理ユニットが、保存された又はライブの大動脈造影画像が前記処理ユニットによ
り受信されると当該画像において自然器官を自動的にフィッティングする、
請求項５に記載の医療ビューイングシステム。
【請求項７】
　医療画像を提供する医療ビューイングシステムの作動方法において、前記方法が、
　Ｘ線画像取得装置が、２つの異なる回転角度からの関心器官及び心エコー撮像装置の超
音波プローブのＸ線蛍光透視画像の第１のセットを取得するステップと、
　処理ユニットが、前記Ｘ線蛍光透視画像の第１のセットに基づいて前記超音波プローブ
を位置特定することによりライブ心エコー画像及びライブＸ線画像を位置合わせするステ
ップと、
　前記処理ユニットが、前記位置合わせの後のＸ線フレームの前記ライブＸ線画像におい
て特徴的フィーチャのセットの位置を特定するステップと、
　前記処理ユニットが、前記特徴的フィーチャのセットのそれぞれの特定された位置にマ
ッチするようにマーカのセットのそれぞれを確立するステップと、
　前記処理ユニットが、前記Ｘ線画像取得装置の最適な回転角度を決定するステップであ
って、前記最適な回転角度において前記マーカのセットのマーカがＸ線視野において所定
の位置関係を有する、ステップと、
を有する方法。
【請求項８】
　前記位置合わせの後のＸ線フレームの前記ライブＸ線画像において特徴的フィーチャの
セットの位置を特定するステップが、尖底を位置特定するステップを有する、
請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記処理ユニットが、オペレータにより与えられたマーカの予備セットの周りで前記ラ
イブ心エコー画像又は前記位置合わせの後のＸ線フレームの前記ライブＸ線画像における
前記特徴的フィーチャのセットの位置を認識するステップと、
　前記処理ユニットが、前記認識された位置によって前記マーカの予備セットを調節する
ステップと、
を有する、請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記特徴的フィーチャのセットの位置を認識するステップが、前記位置合わせの後のＸ
線フレームの前記ライブＸ線画像の中心領域において行われる、
請求項７乃至９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記処理ユニットが、前記マーカのセットを形成するために少なくとも１つの関心器官
の三次元モデルから前記特徴的フィーチャのセットの位置を抽出するステップ、
を有する、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記処理ユニットが、保存された又はライブの大動脈造影画像が前記処理ユニットによ
り受信されると当該画像において自然器官を自動的にフィッティングするステップ、
を有する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　処理ユニットにより実行される場合に、請求項７乃至１２のいずれか一項に記載の方法
のステップを実行する、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の医療ビューイングシステ
ムを制御するコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療ビューイングシステム、医療画像を提供する方法、コンピュータプログ
ラム及びコンピュータ可読媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　二次元Ｘ線撮像は、心臓インターベンションに対する有力な撮像モダリティである。軟
組織情報を要求する処置、例えば、器質的心疾患のガイダンスを提供するために、心エコ
ー情報も採用される。例えば、経カテーテル大動脈弁置換処置（ＴＡＶＲ）は、ライブＸ
線（蛍光透視法）及びライブ超音波（心エコー）撮像の両方に依存するインターベンショ
ン心臓病学における挑戦的な処置である。安全に大動脈弁の人工弁置換術を展開するため
に、Ｘ線画像取得装置、例えばＣアーム撮像装置の位置に対する最適な視野角（viewing 
angle）が、要求される。人工弁を展開するのに最適な視野角は、自然（又は元の）大動
脈弁の３つ全ての弁尖の下部（底、nadirs）が前記Ｘ線画像において可視であるＸ線視野
角である。尖底は、互いに整列し、前記最適な視野角において前記Ｘ線画像において等間
隔で離れているべきである。
【０００３】
　心臓専門医がライブＸ線画像及びライブ心エコー（経食道心エコー検査、ＴＥＥ）画像
を一緒に融合することによりＴＡＶＲ処置中に最適なＣアーム視野角を迅速に見つけるの
を助ける可能性がある画像ガイダンスシステムが、存在する。前記弁尖のＴＥＥ画像上に
手動で配置されたマーカは、前記Ｘ線画像上の近似の弁尖位置に自動的に表示する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記Ｘ線画像内の尖底に対する前記マーカのアライメント（alignment
）は、このアプローチが使用される場合、改良に対する対象でありうる。前記底は、上述
のＴＥＥ画像において配置するのが難しい。
【０００５】
　結果的に、本発明の目的は、弁展開に対する最適な視野角を決めるのに有用であるよう
に、前記Ｘ線画像内の尖底に対するマーカのアライメントが改良されると同時に、ライブ
蛍光透視画像及び心エコー画像を融合することができる撮像システムを提供することであ
る。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的は、独立請求項１のフィーチャを持つシステムにより満たされる。有利な実施
例及び更なる改良は、下位請求項及び以下の記載から集められうる。
【０００７】
　可変視野角からライブＸ線画像を提供するＸ線画像取得装置と、ライブ超音波画像を提
供する超音波プローブを持つ心エコー撮像装置と、前記Ｘ線画像取得装置及び前記心エコ
ー撮像装置に接続可能な処理ユニットとを有する医療ビューイングシステムが、提案され
る。前記医療ビューイングシステムは、２つの異なる視野角において前記超音波プローブ
のＸ線蛍光透視画像の第１のセットを取得するように構成される。前記処理ユニットは、
‐前記Ｘ線蛍光透視画像の第１のセットに基づいてライブ超音波及びライブＸ線画像を位
置合わせし、
‐後のフレームにおいて特徴的フィーチャのセットの位置を特定し、
‐前記特徴的フィーチャの認識された位置にマッチするようにマーカのセットを確立し、
‐前記Ｘ線画像取得装置の最適な視野角を決定し、前記最適な視野角において前記マーカ
がＸ線視野において所定の関係を持つ、
ように構成される。
【０００８】
　前記Ｘ線画像取得装置は、好ましくは、Ｘ線源及び前記Ｘ線源の真向かいに取り付けら
れたＸ線検出器を持つＣアーム構造、並びに前記Ｃアーム構造の回転移動に対するモータ
付駆動装置を含むＣアームアセンブリを有してもよい。前記Ｃアーム構造は、回転軸の周
りで及び可変視野角で複数のＸ線投影を取得するアイソセンタの周りで回転スキャンを実
行するように備えられる。前記Ｘ線画像取得装置に接続された前記処理ユニットは、前記
Ｃアーム構造の運動及びＸ線画像の取得を制御することができる。
【０００９】
　前記心エコー撮像装置は、先端に超音波トランスデューサを含むプローブを持つ撮像装
置として理解されるべきであり、前記プローブは、ライブ超音波画像及びドップラ評価を
提供するために患者の体内に注入されうる又は体上に配置されうる。前記プローブは、患
者の食道内に挿入されるべき経食道心エコー（ＴＥＥ）プローブ、又は前記患者の胸部上
にはいちされるべき経胸壁心エコー（ＴＴＥ）プローブのような、様々な異なるプローブ
から選択されうる。特に、ＴＥＥは、心臓専門医に心臓組織のリアルタイム三次元撮像を
提供する。
【００１０】
　前記処理ユニットは、プロセッサと、メモリと、ユーザ入力及び前記Ｘ線画像取得装置
及び前記心エコー撮像装置からのライブ画像データを受信し、データ及び制御信号を出力
するインタフェースとを持つ計算ユニットとして理解されるべきである。更に、前記処理
ユニットは、上述の機能を実行する複数のアルゴリズムを実行するように構成される。
【００１１】
　Ｘ線画像データ及び心エコーデータの合理的な融合を可能にする基本的な準備機能は、
２つの異なる視野角における前記心エコープローブのＸ線蛍光透視画像の第１のセットを
提供することにある。これは、更なる追跡装置を採用する必要なしに画像ベースの心エコ
ープローブ位置特定を行うことを可能にする。
【００１２】
　前記プローブ位置特定を行った後に、三次元心エコー画像及び二次元蛍光透視画像の正
確なリアルタイム位置合わせが、可能である。これは、周知の位置合わせ技術のいずれに
よって行われてもよく、保護範囲を限定すべきでない。
【００１３】
　前記処理ユニットは、更に、大動脈弁の尖底のような、検査されるべき体／器官の特徴
的フィーチャのセットの位置を特定することができる。これは、自動又は半自動でありう
る異なる処理によって達成されうる。例えば、前記処理ユニットは、インターベンション
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医により入力されうる又は前記処理ユニットにより推定されうるマーカ位置の予備セット
を受信するように構成される。このマーカ位置の予備セットは、特に、三次元心エコー画
像において作成されてもよい。しかしながら、これらは、前記ライブ二次元Ｘ線画像にお
いて設定されてもよい。これに対する代替例として、三次元画像データも、前記マーカの
セットを確立するように前記画像モダリティの１つから使用されてもよい。
【００１４】
　一度前記特徴的フィーチャのセットの位置の座標が特定されると、これらの位置の座標
は、マーカ位置に自動的に割り当てられる。この割り当ては、直接的であり、例えば無冠
尖及び左冠尖が、それぞれ、大動脈造影（aortogram）画像の探索エリアの左下領域及び
右上領域に配置される。同時に、前記ライブ心エコー画像がライブ大動脈造影画像と同時
に前記処理ユニットに送信され、位置合わせされるので、前記マーカ位置は、同様に前記
心エコー画像上で自動的に調節される。
【００１５】
　一度前記マーカが、前記特定された位置に配置されると、前記処理ユニットは、容易に
前記Ｘ線画像取得装置の視野角を調節することができる。これは、前記マーカ（のセット
）が所定の関係を有する場合に、前記Ｘ線画像取得装置が最適な視野角まで迅速に回転す
るように制御されることを意味する。特に、ＴＡＶＲ処置に対して、これらは、Ｘ線視野
において単一の線上にあり、互いから等間隔である。他の処置に対して、他の関係が可能
でありうる。
【００１６】
　したがって、前記医療ビューイングシステムは、前記マーカが尖底に配置されるので、
最適な視野角に対するＸ線ビューイング装置の正確な位置決めを提供する。この技術は、
特に前記最適な視野角を決定するのにこの医療ビューイングシステムを使用する場合にＴ
ＡＶＲ処置に対する臨床ワークフローを明確に単純化及び改良する。
【００１７】
　前記処置が開始する前に前記最適な視野角が何であるかの事前指示なしで、複数の大動
脈造影が、この角度を決定するのに要求される。例えば、ライブ心エコー画像内の前記弁
尖上にマーカを配置することにより、大動脈造影内の弁尖底に前記マーカをアラインする
自動補正が、これらのいくつかの代わりに前記最適な視野角を見つけるのに単一の大動脈
造影のみを要求する。
【００１８】
　したがって、本発明による撮像システムは、理想的な角度が見つけられるまでの患者に
対する放射線量及び造影剤使用の両方を減少させる大きな可能性を持つ。
【００１９】
　この医療ビューイングシステムにより達成可能な前記方法は、他の心臓弁、例えば、僧
房弁の置換に対して適用されることもあり得る。
【００２０】
　前記医療ビューイングシステムが、前記決定された最適な視野角まで前記Ｘ線画像取得
装置を移動するように構成されることは、好適である。
【００２１】
　有利な実施例において、前記特徴的フィーチャのセットの位置を特定することは、オペ
レータにより与えられたマーカの予備セットの周りの心エコー画像又はＸ線画像、すなわ
ち大動脈造影における前記特徴的フィーチャのセットの位置を認識することを有し、前記
処理ユニットは、前記認識された位置によって前記マーカの予備セットを調節するように
更に構成される。
【００２２】
　このマーカの予備セットのマーカ位置の精度を改良するために、典型的には、固定の視
野角におけるＸ線大動脈造影が、取得される。これに関連して、大動脈造影は、特に、前
記Ｘ線画像取得装置により取られた心臓弁の画像のシーケンスを有する。心臓弁及びその
周囲の十分な不透明性及びより良好な改良された視覚的検出可能性を提供するために、こ
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れらの画像は、造影剤（ＣＡ）が血管又は心腔に注入された後に取得される。前記大動脈
造影が、注入された造影剤の下で１つの画像のみを有してもよいことは、言うまでもない
。また、表現「大動脈造影」の代わりに、表現「弁造影（valvogram）」も、この処理を
記述するのに適していてもよい。
【００２３】
　前記大動脈造影画像は、前記大動脈造影画像シーケンスにおける特に前記弁尖底に対す
る自動探索を行うことを可能にする。点又はフィーチャ検出探索アルゴリズムは、前記大
動脈造影画像シーケンスの後のフレームが前記処理ユニットにより受信及び表示されると
当該フレームにおいて尖底を位置特定しようと試みてもよい。尖底は、弁尖湾曲が方向を
変える前記弁尖上の場所であるので、これは、前記探索を単純化しうる。
【００２４】
　したがって、前記医療ビューイングシステムは、特に自然大動脈弁尖の底を位置特定す
るようにライブ又は保存された大動脈造影画像シーケンスの１以上の画像フレーム上で点
又はフィーチャ検出探索を実行することにより正確な補正を提供する。前記マーカは、こ
の場合、前記大動脈造影内の弁尖底まで自動的に移動及びアラインされる。前記ライブＸ
線及びライブ心エコー画像は、同時に前記処理ユニットに転送され、位置合わせされるの
で、前記マーカ位置は、前記大動脈造影において更新された後に前記心エコー画像におい
て自動的に補正及び更新される。
【００２５】
　換言すると、本発明による医療ビューイングシステムは、人工弁位置決め及び展開の前
の標準的治療の一部として既に得られているＸ線大動脈造影画像シーケンスに含まれる情
報を使用する補正技術を提供する。弁尖底は、前記心エコー画像より前記大動脈造影にお
いて容易に検出されることができる。この技術は、前記大動脈造影画像シーケンス内のフ
ィーチャ情報に基づいて弁尖底まで前記マーカを自動的に移動するのにアルゴリズムを使
用する。
【００２６】
　他の典型的な実施例において、前記処理ユニットは、前記Ｘ線画像シーケンスの中心領
域において前記特徴的フィーチャのセットの位置を認識するように構成される。前記処理
ユニットは、前記Ｘ線画像シーケンスの中心領域、特に前記Ｘ線画像シーケンスの第１の
フレーム上の右冠尖のマーカ位置を中心とする領域において尖底を認識するように構成さ
れてもよい。前記マーカを認識する前記アルゴリズムに対して要求される労力は、これに
より、明らかに減少されることができる。
【００２７】
　更に他の実施例において、前記処理ユニットは、前記心エコー画像に基づいて前記マー
カのセットの運動を繰り返し追跡するように構成される。例えば、前記マーカのセットが
確立された後に、大動脈基部が移動するときに、前記マーカが前記底に留まることを保証
することは、明らかに有利である。更に、前記Ｘ線画像取得装置の視野角は、繰り返し再
調整されてもよい。両方の撮像モダリティが、前記マーカ位置を追跡するのに使用されて
もよいが、特に尖底の場所を示すように前記Ｘ線画像内に造影剤がもはや存在しない場合
にマーカ運動追跡が可能ではないので、これは、前記心エコー画像に基づいて行う方がお
そらく単純である。
【００２８】
　他の有利な実施例において、前記処理ユニットは、前記マーカのセットを形成するため
に、少なくとも１つの関心器官、例えば大動脈弁の三次元モデルから前記特徴的フィーチ
ャのセットの位置を抽出するように構成される。特に、この実施例は、尖底の場所が前記
モデルにおいて既知であり、前記モデル内のこれらの底の場所が前記大動脈造影画像シー
ケンス内の前記底の位置に容易に適合されうるので、大動脈弁尖の前記心エコー又は大動
脈造影画像上に手動でマーカを配置しなくてはならない必要を克服する。前記モデルメッ
シュは、大動脈弁の前記大動脈造影画像シーケンスに適合及び適応されることだけを必要
とし、尖底の場所が前記モデルにおいて既知であるので、この実施例は、前記大動脈造影
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において尖底を探索する必要性をも取り除く。
【００２９】
　他の実施例において、前記処理ユニットは、インターベンションに対する準備プロセス
としてこのような三次元モデルを生成するように構成されてもよい。特に、このモデルは
、大動脈弁の複数の以前に取得されたＣＴ画像データセットから作成されてもよい。前記
モデルは、事前にマークされた前記特徴的フィーチャの場所を持ちえ、前記モデルは、こ
の場合、保存された又はライブの大動脈造影画像が前記処理ユニットにより受信されると
当該画像において自然器官を自動的にフィットさせるように構成されることができる。
【００３０】
　更に他の実施例において、前記処理ユニットは、大動脈造影実行を記録、保存及び再生
するように構成されてもよい。これは、前記特徴的フィーチャの位置における前記マーカ
の第１のセットの配置を容易化する追加オプションとして有用でありうる。例えば、前記
底を検出する自動探索アルゴリズムは、前記大動脈造影の保存された画像シーケンス全体
又は前記大動脈造影の単一の画像フレームのいずれかに対して試みられることができる。
単一画像フレームを使用する場合に対して、ユーザは、尖底を位置特定するのにいずれの
画像フレームを使用するかを選択するオプションを持つ。保存された大動脈造影画像シー
ケンス全体又は単一画像フレームのいずれかにおいて尖底上にマーカを手動で配置するこ
とができるオプションは、前記底の自動探索が成功しない場合に非常に有用である。一度
前記マーカが前記保存された大動脈造影画像において自動又は手動アプローチのいずれか
を使用して前記底に移動されると、前記マーカ位置は、ライブＴＥＥ画像上に記録及び更
新される。
【００３１】
　本発明は、医療画像を提供する方法にも関し、前記方法は、Ｘ線画像取得装置を用いて
２つの異なる視野角において心エコー撮像装置の超音波プローブのＸ線蛍光透視画像の第
１のセットを取得するステップと、処理ユニットを用いて前記Ｘ線蛍光透視画像の第１の
セットに基づいてライブ心エコー画像及びライブＸ線画像を位置合わせするステップと、
後のＸ線フレームにおいて特徴的フィーチャのセットの位置を特定するステップと、前記
特定された位置にマッチするようにマーカのセットを確立するステップと、前記Ｘ線画像
取得装置の最適な視野角を決定するステップとを有し、前記最適な視野角において、前記
マーカのセットのマーカは、Ｘ線視野において所定の関係を有し、例えば、ＴＡＶＲ処置
に対して単一の線上にあり、互いから等間隔である。前記決定された最適な視野角まで移
動するように前記Ｘ線画像取得装置を制御することも有利である。これら及び以下の方法
ステップは、前記医療ビューイングシステムの上の記載と同様である。
【００３２】
　有利な実施例において、前記方法は、更に、オペレータにより与えられたマーカの予備
セットの周りで心エコー画像又はＸ線画像における前記特徴的フィーチャの位置を認識す
るステップと、前記認識された位置によって前記マーカの予備セットを再調節するステッ
プとを有する。
【００３３】
　更に、これらの位置を認識することは、前記Ｘ線画像シーケンスの中心領域、特に前記
Ｘ線画像シーケンスの第１のフレームにおける右冠尖のマーカ位置を中心とする領域にお
いて行われてもよい。
【００３４】
　代替的な実施例において、前記方法は、前記マーカのセットを形成するために少なくと
も１つの関心器官の三次元モデルから前記特徴的フィーチャのセットの位置を抽出するス
テップを有する。
【００３５】
　また、前記方法は、前記処理ユニットにより受信されると保存された又はライブの大動
脈造影画像において自然器官を自動的にフィッティングするステップをも有してもよい。
【００３６】
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　前記特徴的フィーチャのセットが、弁尖底及び体、特に人体の特定の器官の他の特徴的
フィーチャを有してもよいことは、言うまでもない。
【００３７】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下に記載される実施例を参照して説明され、明らか
になる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】概略図において医療ビューイングシステムを示す。
【図２】弁尖底を持つ大動脈造影を示す。
【図３】心エコー画像及びＸ線画像を用いてマーカの予備セットを調節するプロセスを示
す。
【図４】Ｘ線大動脈造影における自動フィーチャ検出の一例を示す。
【図５】概略的なブロック志向図において本発明による方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　図１の例によると、Ｘ線画像取得装置１２及び医療画像ビューイング装置１４を有する
医療ビューイングシステム１０が、提供される。Ｘ線画像取得装置１２は、Ｘ線源１６及
びＸ線検出器１８を有する。Ｘ線画像取得装置１２は、対象のＸ線画像を提供するように
構成される。更に、例えば、患者の血管内に造影剤を導入する造影剤注入器２２から造影
剤を受けてもよい患者のような対象を受ける支持台２０が、示される。制御ユニット２４
は、Ｘ線画像取得装置１２を制御するために存在してもよい。
【００４０】
　図１に示されるＸ線画像取得装置１２が、Ｃアーム構造として示されることに注意すべ
きである。しかしながら、可動又は非可動な他のＸ線画像取得装置も、本発明の概念から
逸脱することなしに使用されてもよい。
【００４１】
　医療画像ビューイング装置１４は、典型的には、とりわけ画像データ提供ユニット２８
及び処理ユニット３０を含む計算ユニット２６を有する。医療画像ビューイング装置１４
は、第１のディスプレイ３４及び第２のディスプレイ３６を持つディスプレイユニット３
２をも有し、これらは、Ｘ線画像取得装置１２においても見つけられうる。
【００４２】
　画像データ提供ユニット２８は、典型的には、対象の関心領域の大動脈造影画像を提供
するように構成される。
【００４３】
　また、処理ユニット３０に提供される心エコー画像を取得する、ＴＥＥプローブであっ
てもよい超音波プローブを持つ心エコー撮像装置３８が、存在する。
【００４４】
　処理ユニット３０は、Ｘ線画像取得装置１２及び心エコー撮像装置３８に接続可能であ
り、前記Ｘ線蛍光透視画像の第１のセットに基づいてライブ心エコー画像及びライブＸ線
画像を位置合わせし、後のＸ線フレームにおいて尖底を位置特定し、尖底の特定された位
置にマッチするようにマーカのセットを確立し、前記Ｘ線撮像装置の最適な視野角を決定
するように構成され、前記最適な視野角において、マーカの第２のセットのマーカが、Ｘ
線視野において単一の線上にあり、互いから等間隔である。Ｘ線画像取得装置１２は、こ
の最適な視野角を移動するように制御可能である。
【００４５】
　ディスプレイユニット３２は、Ｘ線画像及び心エコー画像をそのままで及び融合として
表示するように構成される。全てのコンポーネントの間のデータ接続は、有線接続及び無
線接続により提供されうる。更に、処理ユニット３０及び画像データ提供ユニット２８は
、単一の計算ユニットに含まれるのではなく、別個の装置であってもよい。
【００４６】
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　一例において、他に図示されないが、処理ユニット３０は、オペレータにより与えられ
たマーカの予備セットの周りで心エコー画像又はＸ線画像における尖底位置を特定し、前
記処理ユニットは、前記認識された尖底位置によって前記マーカの予備セットを調節する
ように更に構成される。前記認識は、Ｘ線画像シーケンスの第１のフレーム上の右冠尖の
マーカ位置を中心とする特定の領域において行われうる。
【００４７】
　しかしながら、処理ユニット３０は、大動脈弁の三次元モデルを作成又は受信し、この
モデルから弁尖底の位置を抽出してもよい。
【００４８】
　処理ユニット３０は、保存された又はライブの大動脈造影画像が処理ユニット３０によ
り受信されると当該画像において自然大動脈弁を自動的にフィッティングしてもよい。
【００４９】
　図２において、ＣアームＸ線画像取得装置１２の最適な視野角に対する要件が、示され
る。例えば、経カテーテル大動脈弁置換（ＴＡＶＲ）インターベンションプロセスにおい
て、罹患した自然大動脈弁が、カテーテル及びガイドワイヤを用いて送られ、大動脈基部
において展開される人工弁で置換される。この処置は、ライブＸ線（蛍光透視及び大動脈
造影）及びライブ経食道心エコー（ＴＥＥ）画像ガイダンスの両方を使用して実行される
。ＴＡＶＲ処置に対するＸ線Ｃアームシステムの最適な視野角は、互いにおおよそ整列さ
れ、互いから等間隔である大動脈弁尖の３つの底（下部）を示すべきである。３つの弁尖
、左冠尖（ＬＣＣ）４２、右冠尖（ＲＣＣ）４４及び無冠尖（ＮＣＣ）４６が、図２のこ
のＸ線大動脈造影画像に示される。
【００５０】
　図３において、３つの尖底４２、４４及び４６をマークするマーカの予備セットを調節
するプロセスが、示される。上のセクションａ）において、左冠尖（ＬＣＣ）４２、右冠
尖（ＲＣＣ）４４及び無冠尖（ＮＣＣ）４６に対する予備マーカは、２Ｄｘ面心エコー画
像内の大動脈弁尖の直交する２Ｄビュー上に配置される。下のセクションｂ）に見られる
ように、前記弁尖底のマーカの予備セットは、Ｘ線大動脈造影画像において弁尖底と良好
に整列しない。大動脈内腔４８は、患者に注入される造影剤の援助で可視である。前記心
エコー画像を生成するのに使用されるプローブ４０も、前記大動脈造影において可視であ
る。
【００５１】
　しかしながら、図４において、尖底４２、４４及び４６を位置特定するためのＸ線大動
脈造影フレームにおける自動フィーチャ検出探索の一例が、示される。前記底は、円内に
示される。他のフィーチャの検出は、十分なフィルタ及びより小さな探索窓により除外さ
れうる。
【００５２】
　図５において、本発明による方法は、ブロック志向の概略図に示される。基本的に、前
記方法は、Ｘ線画像取得装置１２を用いて２つの異なる視野角において心エコー撮像装置
３８の超音波プローブ４０のＸ線蛍光透視画像の第１のセットを取得するステップ５０と
、処理ユニット３０を用いて前記Ｘ線蛍光透視画像の第１のセットに基づいてライブ心エ
コー画像及びライブＸ線画像を位置合わせするステップ５２と、後のＸ線フレームにおい
て尖底を位置特定するステップ５４と、前記尖底の特定された位置にマッチするようにマ
ーカのセットを確立するステップ５６と、Ｘ線画像取得装置１２の最適な視野角を決定す
るステップ５８であって、前記最適な視野角において前記マーカの第２のセットのマーカ
がＸ線視野において単一の線上にあり、互いから等間隔である、ステップと、前記決定さ
れた最適な視野角まで移動するようにＸ線画像取得装置１２を制御するステップ６０とを
有する。
【００５３】
　しかしながら、位置特定するステップ５４は、前記マーカのセットを確立するステップ
が、認識された尖底位置によってマーカの予備セットを調節することにより行われるよう
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に、オペレータにより与えられたマーカの予備セットの周りで心エコー画像又はＸ線画像
において尖底位置を認識するステップ６２により行われてもよい。このオプションは、「
Ｉ」でマークされる。更に、尖底位置を認識するステップ６２は、前記Ｘ線画像シーケン
スの中心領域、特に前記Ｘ線画像シーケンスの第１のフレーム上の右冠尖のマーカ位置を
中心とする領域において行われてもよい。
【００５４】
　「ＩＩ」でマークされる代替的な実施例において、位置特定するステップ５４は、前記
マーカのセットを形成するために大動脈弁の三次元モデルから弁尖底４２、４４、４６の
位置を抽出するステップ６４により行われてもよい。
【００５５】
　本発明の他の典型的な実施例において、先行する実施例の１つによる方法の方法ステッ
プを適切なシステム上で実行するように構成されることにより特徴づけられるコンピュー
タプログラム又はコンピュータプログラム要素が、提供される。
【００５６】
　前記コンピュータプログラム要素は、したがって、本発明の一次指令の一部であっても
よいコンピュータユニットに記憶されてもよい。この計算ユニットは、上記の方法のステ
ップを実行する又は実行を誘導するように構成されてもよい。更に、これは、上記の装置
のコンポーネントを動作するように構成されてもよい。前記計算ユニットは、自動的に動
作する及び／又はユーザのオーダを実行するように構成されることができる。コンピュー
タプログラムは、データプロセッサのワーキングメモリにロードされてもよい。前記デー
タプロセッサは、本発明の方法を実行するように備えられてもよい。
【００５７】
　本発明のこの典型的な実施例は、最初から本発明を使用するコンピュータプログラム及
び更新を用いて既存のプログラムを、本発明を使用するプログラムにするコンピュータプ
ログラムの両方をカバーする。
【００５８】
　更に、前記コンピュータプログラム要素は、上記の方法の典型的な実施例の手順を満た
すように全ての必要なステップを提供することができてもよい。
【００５９】
　本発明の他の典型的な実施例によると、ＣＤ－ＲＯＭのようなコンピュータ可読媒体が
、提示され、前記コンピュータ可読媒体は、先行するセクションにより記載されたコンピ
ュータプログラム要素を記憶している。
【００６０】
　コンピュータプログラムは、他のハードウェアと一緒に又は一部として供給される光記
憶媒体又は半導体媒体のような適切な媒体に記憶され及び／又は分配されてもよいが、イ
ンターネット又は他の有線若しくは無線電気通信システムを介するような他の形式で分配
されてもよい。
【００６１】
　しかしながら、前記コンピュータプログラムは、ワールドワイドウェブのようなネット
ワーク上に提示されてもよく、このようなネットワークからデータプロセッサのワーキン
グメモリにダウンロードされることができる。本発明の他の典型的な実施例によると、コ
ンピュータプログラム要素をダウンロード可能にする媒体が、提供され、前記コンピュー
タプログラム要素は、本発明の以前に記載された実施例の１つによる方法を実行するよう
に構成される。
【００６２】
　本発明の実施例が、異なる対象を参照して記載されていることに注意すべきである。特
に、一部の実施例は、方法型請求項を参照して記載されるのに対し、他の実施例は、装置
型請求項を参照して記載される。しかしながら、当業者は、上の及び以下の記載から、他
に示されない限り、１つのタイプの対象に属するフィーチャのいかなる組み合わせに加え
て、異なる対象に関するフィーチャ間のいかなる組み合わせも、本出願とともに開示され
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ていると見なされると推測する。しかしながら、全てのフィーチャは、組み合わせられる
ことができ、前記フィーチャの単純な合計以上である相乗効果を提供する。
【００６３】
　本発明は、図面及び先行する記載において詳細に図示及び記載されているが、このよう
な図示及び記載は、例示的又は典型的であり、限定的ではないと見なされるべきである。
本発明は、開示された実施例に限定されない。開示された実施例に対する他の変形は、図
面、開示及び従属請求項の検討から、請求された発明を実施する当業者により理解及び達
成されることができる。
【００６４】
　請求項において、単語「有する」は、他の要素又はステップを除外せず、不定冠詞"a"
又は"an"は、複数を除外しない。単一のプロセッサ又は他のユニットが、請求項に記載さ
れた複数のアイテムの機能を満たしてもよい。特定の方策が相互の異なる従属請求項に記
載されているという単なる事実は、これらの方策の組み合わせが有利に使用されることが
できないことを示さない。請求項内のいかなる参照符号も、範囲を限定すると解釈される
べきではない。
【符号の説明】
【００６５】
１０：医療ビューイングシステム
１２：Ｘ線撮像システム
１４：医療画像ビューイング装置
１６：Ｘ線源
１８：Ｘ線検出器
２０：支持台
２２：造影剤注入器
２４：制御ユニット
２６：計算ユニット
２８：画像データ提供ユニット
３０：処理ユニット
３２：ディスプレイユニット
３４：第１のディスプレイ
３６：第２のディスプレイ
３８：心エコー撮像装置
４０：超音波プローブ
４２：左冠尖（ＬＣＣ）
４４：右冠尖（ＲＣＣ）
４６：無冠尖（ＮＣＣ）
４８：大動脈内腔
５０：Ｘ線蛍光透視画像の第１のセットを取得するステップ
５２：ライブ心エコー及びＸ線画像を位置合わせするステップ
５４：特徴的フィーチャのセットの位置を特定するステップ
５６：マーカのセットを確立するステップ
５８：最適な視野角を決定するステップ
６０：Ｘ線撮像装置を制御するステップ
６２：特徴的フィーチャの位置を認識するステップ
６４：特徴的フィーチャのセットの位置を抽出するステップ



(12) JP 6397018 B2 2018.9.26

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(13) JP 6397018 B2 2018.9.26

10

フロントページの続き

(72)発明者  ブラッケン　ジョン　アラン
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５
(72)発明者  ナイホフ　ニールス
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５
(72)発明者  グラス　マイケル
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５

    審査官  九鬼　一慶

(56)参考文献  特開２００４－３２９７２９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　６／００－６／１２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

